
 
 
 
 
 

付 属 資 料 
 

 

１．協議議事録（M/M） 
２．署名済み R/D 
３．R/D 添付 M/M 
４．主要面談者リスト 
５．収集資料リスト 
６．質問票１及び回答 
７．質問票２及び回答 

（スペイン語から日本語への翻訳版） 
８．中古車買い替え促進プログラム手続き手順書 

（スペイン語から日本語への翻訳版） 



－　－35



－　－36



－　－37



－　－38



－　－39



－　－40



－　－41



－　－42



－　－43



－　－44



－　－45



－　－46



－　－47



－　－48



－　－49



－　－50



－　－51



－　－52



－　－53



－　－54



－　－55



－　－56



－　－57



－　－58



－　－59



－　－60



－　－61



－　－62



－　－63



－　－64



－　－65



－　－66



－　－67



－　－68



－　－69



－ － 70

Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) 

1 Ms. Sandra Denisse Herrera Flores 
Vice Minister of Promotion and Environmental 
Regulation 

2 Mr. Luis Hector Barojas Weber Director General of Industry 

3 Mr. Cesar Rafael Chavez Ortiz 
Director General of Urban and Tourism 
Environmental Promotion 

4 Mr. Sergio Gasca Alvarez 
Director of Sustainable Management of Solid 
Waste 

5 Ms. Maricela Diaz Ortiz Sustainable Management of Solid Waste Office
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Subdirector of Regulation of Air and Mobile 
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7 Ms. Myriam G. Velasco Perez 
Subdirector of Sustainable Management of 
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8 Mr. Alan Bastida Morales Ozone unit 

 
Mexican Association of Automotive Industry (AMIA) 
1 Mr. Nemesio R. Ruiz Aguilar Technical Director 

 
Mexican Association of Automotive Distributors (AMDA) 

1 Mr. Guillermo Rosales Zarate 
Deputy General Director of Governmental 
Affairs 

2 Mr. Manuel Vazquez Silva Coordinator of Strategic Projects  
 

National Association of Recyclers (INARE) 
１ Mr. Elias Venegas Velazquez Executive Director 
２ Mr. Abel Duarte Ortega Council Chairman 

 
Ministry of Public Security (SSP) 

1 Mr. Manuel Gonzalez 
General Director of Public Consultation of 
Public Vehicle Registration 

2 Mr. Sergio Lara Vargas 
Director of Public Consultation of Public 
Vehicle Registration 
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Questionnaire for SEMARNAT 
 

This questionnaire is prepared in line with the request document “Project Proposal JICA-SEMARNAT, 
Establishment of a Management Plan of End – of – Life Vehicles in Mexico” in order to collect necessary 
information and data for the formulation of the new Project. Please provide the answers to the following 
questions and relevant information available.  
 
1. New project has the objective to establish the recycling system for ELVs in Mexico. Considering this, 

which is the implementing organization for the new project? Which ministries, authorities or 
organizations can be the member of the Joint Coordination Committee? How many counterpart 
personnel will be allocated to JICA expert team if the project is implemented? 

For the moment we have identified the next list of Ministries, Commerce Chambers, Institutes, and 
authorities, to lead the Joint Coordination Committee.  

 Ministry of Environment and Natural Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT) 
 Ministry of Finance and Public Credit (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) 
 Ministry of Transports and Communication (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) 
 National Chamber of the Iron and Steal Industries (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 
Acero, CANACERO) 
 National Association of the Mexican Automovile Industry (Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz) 
 National Association of the Mexican Insurance Companies (Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros) 
 National Institute of Recyclers (Instituto Nacional de Recicladores, INARE) 
 Local Government Entities, such as States and town council (Municipios). 

 
 
2. In the request document “Project Proposal JICA-SEMARNAT, Establishment of a Management Plan 

of End – of – Life Vehicles in Mexico,” there are several issues mentioned in the document. Below are 
the issue lists which we have found in the document. We understood that your proposal includes two 
different targets: (i)recycling, treatment and disposal of ELV materials, and (ii) environmentally-sound 
control of used cars. Do you think both targets should be involved in the Project? Please suggest 
priorities below and add some supplemental remarks as reasons for the priorities; 
a. Establishment of ELVs recycling system  
b. Improvement of recycling techniques for ELVs   
c. Prevention of Environmental Degradation resulting from the ELVs disposal  
d. Prevention of illegal dumping of ELVs and tires  
e. Enhancement of Legislation System for the used cars  
f. Enhancement of measuring / regulating the emissions from used cars  
g. Proper management/treatment of refrigerant (CFC, HFC, etc.)from ELVs  

６．質問票１及び回答 
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The project considers that both components are necessary to pursue the main objectives of it. On one 
side we need to create an adequate management for these wastes, the plan is looking forward to have a 
control over the future disposition of the ELV’s, making them suitable with a control which will be 
environmentally-sound. On the other, the plan requires to create and complete the necessary markets for 
the recycled goods that will be produced by this program, as well as to contact and assure that the 
consumers of these goods will be in touch with them.  
 
In this sense, following the presented order, we have identified that our prerogatives will be the points: 
A, C, G, D, E and B (since for the moment there is not a technology for adequate recycling). F will not 
be addressed by the program. 
 

3. Considering the remarkable fall in the market price of the recyclables (such as iron, copper, etc.), do 
you still put high priority for establishing the recycling system for ELVs in your country?  

Nowadays, Mexico does not have an official market for recyclable goods, because of the absence of a 
legal and formal market there would not be any impact on the market price. In this sense, we consider 
that this will be one of the most important results of the project, since we will create commercial lines 
needed for the establishment of an official market of the products of the treatment of the ELV’s. 
Formalizing and legalizing such a market will have a positive impact on the price as well as in quality of 
the recycled materials supplied to the industry. 
 
As it was said above, it will be an objective for this program to look for the completeness of specialized 
markets for the products that result from the recycling process. Our experience, in the consecution of 
several programs of recycling, has shown us that all successful programs require both the lines of supply 
(goods to be recycled) and demand (products result from this recycling process) guaranteed. For this 
reason we will put special attention in the creation and maintenance of these industries that will interact 
in the demand and supply of these goods. 
 

 
4. What kind of support or commitment can you get from the authorities listed below when we start our 

new project? 
１） Alliance of Automobile Manufacturer 

Taking into account the principle of shared responsibility, the Alliance of Automobile Manufacturer in 
the association with the authorities will collaborate in the establishment of the pay system and the 
administration of a fund which will be used for the proper managing of the wastes of ELV’s. At the 
same time, the Automotive Alliance will help to eliminate the stocks of ELV´s that exist in the 
country.  
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２） Steel Industry 
As it was described above, the Ministry of Environment and Natural Resources is aware of the 
importance of the full connection between all the links involved in the chain of the recycling industry. 
For this reason one of the main objectives of this program will be to complete the markets in need. 
Assure that the commercial relationships are established and the elements to obtain a competitive 
international price are settled. 
 
In this sense, it will be the duty of the program to assure that the metals derived from the process of 
recycling have a place in the market of steel.  
 
The base of any specific agreement we reach with them will be based on the principal of shared 
responsibility. In which the project will assure the supply of the recycled materials, in order to secure 
the demand of it. 
 

 
３） Recycling industries 

The recycling industries are a key component of the Master Management Plan, since they provide the 
technology by which every type of dispose is separated, treated and transform in a product that can be 
commercialized in the final market of recyclable goods.  
 
On one hand, the Master Management Plan has the compromise of fostering enterprises for the markets 
of recovery of CFC’s, airbags, batteries, safety devices on seat belts, and other hazardous liquids in cars 
(used oil, break fluids, additives, etc.). For this matter the plan will promote the cooperation with 
specialized recycling enterprises that work with this kind of products.  
 
On the other hand, this program will create a regulated secondary market of pieces from used cars. 
Although, this market already exists the regulation of it will bring certainty and a legal framework to 
reduce the traffic of illegal parts in the main cities of Mexico. In terms of environment benefits, it will 
constitute a mayor change in the technology that is currently used. It will bring safer and more 
appropriate techniques to treat this type of goods. 
 
At the end, the main purpose is to provide straight and competitive channels of commercialization 
between these industries and the industries that demand this kind of products. 

 
４） Agency such as traffic police (Ministry of Interior) who is responsible for controling automobile 

emissions and car licensing 
The Management Plan of ELV´s is seeking two major agreements with the Departments of Control of 
Vehicles. The first will be to have specific details of the inventory of automobiles that exists in their 
territory. The second, that local authorities are able to collaborate with the project by recollecting the 
cars that already have reached their life span and that are no longer in use of any private. 
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５） Other organizations 
Insurance companies.  
 
These organizations will help the program in the effective collection of ELV’s, due to an accident or any 
major incident that inhibits them from working. The idea is to work in coordination with these companies 
and seek for an agreement to dispose these no longer functional cars into regulated recollection centers. 

 
 
 

JICA Mission Team  
for the Formulation of the Project 
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2nd QUESTIONNAIRE FOR THE ELV MANAGEMENT PLAN ESTABLISHMENT  
PROJECT IN MEXICO 

 
1. Problems and needs for the establishment of ELV management plan and related laws and 

regulations. At first, we would like to know the problems regarding the ELV management in 
details. Please explain the problems in detail and clarify the needs for the establishment of ELV 
management plan. Secondly, we would like to know the existing laws and regulations related to 
ELV management. Please provide us those information listed below. 

 
1.1. Problems and Needs for the establishment of ELV management plan 
 
メキシコには、地方政府や民間部門により管理されている数多くの自動車集積所がある。こ

れらの車両を適正に処分するための正規のプログラムは整備されておらず、この様な車両を

統制のもとに活用するためのプログラムすらない。 
 
近年、1992 年に締結された北米自由貿易協定（NAFTA）の枠組みで、米国およびカナダか

らの少なくとも 10 年以上前の年式にあたる中古車の確定輸入が、段階的に解禁されている。

それゆえ、こうした車両の大半は環境保護にかかわる規定を満たしておらず、大気汚染等の

問題が深刻化している。 
 
また、ELV、特に、CFC（クロロフルオロカーボン）（空調システムから発生）、危険液体

（廃油、ブレーキ液、混和剤、バッテリーの酸）、エアバッグ等に関連する部分において、

それらの現行管理によって引き起こされている環境への影響は認識されていない。 
 
メキシコには、中古車（ELV）または事故車の解体から生ずる中古部品の市場がある。しか

しこの市場は管理されておらず、もちろん、支援も受けていない。 
 
以上に述べた状況から、メキシコでは、空調機器や自動車液剤に由来する汚染物質の排出を

制御できる ELV 管理計画を導入する必要があると思われる。また、リサイクル市場および

査定を強化し、特に、この計画の受益者となり得る、リサイクル材料を未使用の原材料に置

き換えられる冶金産業のような他の部門と関連付けるのがよいと考えられる。 
 
 
1.2. Laws, decrees or regulations related of ELV 
 
メキシコの基準の枠組みは、 高位の法律とされるメキシコ合衆国憲法（CPEUM）をもと

にしており、同憲法から、法律、規則、基準等が以下の階層順に制定されている。 

７．質問票２及び回答（スペイン語から日本語への翻訳版） 
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1. メキシコ合衆国憲法  
2. 国際条約・協定 バーゼル条約、京都議定書等 
3. 一般法・連邦法 生態的均衡と環境保護に関する一般法（Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente: LGEEPA） 
廃棄物防止総合管理一般法（ Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos: LGPGIR） 

4. 通常法（地方または州） 例： 
メキシコ連邦特別区廃棄物法 

5. 政令・決議  
6. 規則 廃 棄 物 防 止 総 合 管 理 一 般 法 施 行 規 則

（ Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuo） 

7. 法的基準・管理計画 管理計画の対象となる特別管理廃棄物を定め

るメキシコ公式規格（策定中） 
 

 
 
なお、これらのツールに含まれる情報の具体性は降順、つまり、法的基準は、一般法もしく

は連邦法よりも詳細かつ具体的な内容となっていることを強調しておく。 
 
また、上記 4 から 7 については、州や市が、それぞれの領域内でのみ適用できる独自の法規

を整備できる。 
 
詳細： 
 
メキシコにおいて、ELV は廃棄物防止総合管理一般法に含まれるが、一般的には、自動車産

業の廃棄物は特別管理廃棄物として分類される。また、管理計画の対象となる特別管理廃棄

物を定める基準（現在策定中）では、ELV にかかわる廃棄物を当該管理計画の策定・提出の

義務を課す対象として含めている。 
 
メキシコにおける廃棄物規制のための一般的枠組みは、生態的均衡と環境保護に関する一般

法（LGEEPA）に定められている。特に、2003 年に公布された廃棄物防止総合管理一般法

（LGPGIR）では、都市廃棄物（RSU）、特別管理廃棄物（RME）、危険廃棄物（RP）とい

う 3 種類の廃棄物を定めており、これを規制する管轄は、それぞれ市、州、国家にあると明

確に定義している。 
 
この場合、ELV から発生する廃棄物は、「情報産業、電子製品または自動車製造業者生産者

から生ずる技術関連廃棄物、および耐用年数が過ぎ、その性質上、特別な管理を必要とする
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その他製品から排出される技術関連廃棄物を特別管理廃棄物とみなす」 と定めた LGPGIR
の第 19 条 VIII 項に基づき、一括して特別管理廃棄物（RME）として分類される。 
 
一方、LGPGIR は、管理計画のコンセプトを以下のように定義して包含している。「環境・

技術・経済・社会的効率の基準に基づき、特定の都市廃棄物、特別管理廃棄物および危険廃

棄物の排出を 小限に抑え、同廃棄物の評価を 大限に行うことを目的とした手段で、共同

責任と総合管理の原則のもとに設計され、行動・手順・実現性のある手段を一体として考え、

生産者、輸入業者、輸出業者、販売業者、商店、消費者、二次製品の利用者および廃棄物の

大量排出者、ならびに場合によっては三つのレベル(訳注：国、州、市の 3 つの行政を指す)の

政府が関与するもの。」 （第 5 条 XXI 項） 
 

また、LGPGIR では、管理計画策定の対象となる廃棄物（RSU、PME および RP）は、国内

全土で強制的に適用されるメキシコ公式規格（NOM）によって決定されると定められてい

る。 
 

1.3. Laws, decrees or regulations related to ELV disposal (i.e. Laws regarding the acceptance 
level of the final disposal site) 

 
前項で述べたように、ELV 処分に関する特定の法律は存在しないが、ELV の処分および適

正に管理するための適切な手順を統合した管理計画を策定中である。 
 

2. Vehicles´ production, import, export and disposal. We would like to clarify the overall inflow-
outflow of vehicles in Mexico. Regarding the questions No. 2-1 to 2-7, please provide us those 
information from the year 1999 until 2009. 

 
2.1. Total number of vehicles in Mexico 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
14,385,864 15,611,916 17,300,530 18,784,594 19,806,960 20,878,438 22,155,421 24,830,593 26,554,774

 

出所： 通行中の登録自動車両の統計、国家地理統計庁（INEGI）。 

 
2009 年 8 月現在で、車両公式登録（REPUVE）局（Dirección General del Registro Público 
Vehicular）は、合計 28,449,245 台が通行していると報告している。このデータは、各州、車

両組立業者および税関の情報を含む。 
 

2.2. Annual number of vehicles´ production in Mexico for domestic market 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
469,923 500,650 471,567 500,943 415,779 466,898 495,327 512,331 481,826 

 

出所： 自動車産業、INEGI。自動車およびトラックを含む。 
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2.3. Annual number of vehicles´ production in Mexico for international market 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1,077,217 1,432,998 1,382,436 1,319,376 1,170,203 1,042,236 1,192,850 1,556,598 1,623,963

 

出所： 自動車産業、INEGI。自動車およびトラックを含む。 

 
2.4. Annual number of vehicles´ for import into Mexico  
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
262,085 312,787 260,868 277,819 213,406 210,992 419,601 1,373,854 1,221,144

 

出所： 社会世論調査センター（CESOP）、Melgar、環境自然資源省（SEMARNAT）調査、メキシコ

自動車ディーラー協会（AMDA）。中古車のみ。自動車およびトラックを含む。 

 

2.5. Annual number of vehicles´ for export from Mexico 
 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1,073,529 1,434,110 1,403,715 1,312,040 1,170,121 1,094,306 1,186,346 1,536,768 1,613,313

 

出所： 自動車産業、INEGI。自動車およびトラックを含む。 

 
2.6. Estimated number for annual ELV generation 
 
環境自然資源省（SEMARNAT）は、メキシコにおける ELV の状況に関する調査書の策定を

契約した。その報告書によると、ELV の台数は以下のとおりである。 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
421,503 577,062 465,601 354,141 698,137 657,638 637,253 457,068

 

出所： 「使用済み中古車から排出される廃棄物の流れに関しその解決のための戦略の分析・評価・定

義の調査」、2009 年暫定版。 

 
2.7. Estimated number of annual “unregistered” vehicle inflow 

 
情報なし。 
 
2.8. Definition of “unregistered”  
 
連邦当局の車両登録にも州当局の車両登録にも登録されていない車両とする。 
 



－ － 81

3. Actual situation of auto scrapping. In order to identify the technical capacity for ELV 
management, we would like to collect necessary information related to auto scrappers. Please 
provide us necessary information listed below. 

 
3.1. Approval system for auto scrapper 
 
自動車の解体・破砕のための施設は、各市当局の商業担当部署から操業のための認可が与え

られる。しかし、これら施設のリサイクルまたは環境活動に関連する認可はないため、統制

された認可制度が存在しない。 
 
3.2. Number of approved auto scrapper and unapproved (informal) auto scrapper 

 
INEGI1による 2004 年経済国勢調査では、金属廃棄物の卸売業に携わる 2,540 の経済団体2が

登録されている。しかしながら、中古車から発生するくず鉄の商品化に専門的に従事する企

業を区別したり、車両の解体を行っているのがこれら企業であるかどうかを識別したりする

ことは不可能である。一方、非公式に操業している施設の数に関する情報は備えていない。 
 
3.3. Actual situation of fluorocarbons recovery and destruction 
 
国内では 14 のリサイクルセンターが稼動している。各センターに関するデータは、我々の

ウェブサイト http://sissao.semarnat.gob.mx に掲載している。 
リサイクルセンターは、ヴァン・スティーンバーグ（Van Steenburgh）製 JV シリーズの回収

装置（仕様は http://www.vansteenburghengr.com/jv_refrigerant.htm に記載）を用いて CFC
（クロロフルオロカーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）および HFC（ハ

イドロフルオロカーボン）のような冷媒を回収・リサイクルしている。また、我々は、冷

却・空調機器のメンテナンスおよび修理を適正に実施できる約 5,600 人の技術者を養成して

いる（養成は、漏出物の回収、リサイクル、検知および修理を含む）。現在、自動車空調装

置に関する研修を受けた も優秀な技術者のうち 300 人に対し、冷媒を回収するための装置

として回収装置 RHS680 RTI が寄贈された。今後数ヶ月で、さらに自動車空調装置の技術者

300 人に対し、各人に装置が寄贈される予定である。冷媒の破壊については、我が国では、

未だこれを行うことを認可されている企業がひとつもない。現在、破壊するためのアークプ

ラズマ法およびセメント焼却炉法という 2 つの技術を評価している 中である。 
 
 
 
 

                                                      
1  INEGI： 国家地理統計庁 
2  経済団体（Unidad económica）： データ収集の対象として統計的に調査される団体で、住宅、工場・産業施設、陸上交通路、

海上・河川建造物、解体、掘削等の建設工事の施工および既設施設の大規模な改修・修理・保全に対する必要性に基づく。

コンサルティング、技術支援、プロジェクト策定、組織づくり等、専門的サービスの提供を専門として従事する企業を除く。 
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3.4. Actual situation of scrap residue generation and disposal 
 
鉄くず廃棄物については、その発生量、処分ともに関連するデータはない。ただし、バッテ

リーの場合は、鉛が回収され、酸が分離され、残りの構成部分が破砕されることが分かって

いる。タイヤおよびオイルは、主に代替燃料として利用される。冷却システムから発生する

CFC は主に貯蔵され、リサイクルされる場合もある。 
 
ELV のプラスチックの処理は、当該事業所にとって非常に高額なコストがかかる。これは、

プラスチックを解体工程で分離しなければならないこと、再利用またはリサイクルする潜在

的可能性が低いこと、また、一般にシャシーやボディーとともに破砕工程へ送られるためで

ある。発生する自動車シュレッダーダスト（ASR）は、エネルギー回収のため焼却に送られ

るか、 終処分場に託される。 
 
3.5. Environmental degradation resulting from scrap parts (iron, non-ferrous metal, oil, tire, 

fluorocarbons, air bag, etc.) 
 
自動車の解体や破砕スクラップを原因とする環境の悪化に関する情報は存在しない。 
 

4. Actual situation of illegal dumping. We would like to identify the actual situation and problems 
of illegal dumping. Please provide us necessary information listed below. 

 
4.1. Total number of ELV illegal dumping 
4.2. Approximate total number of ELV illegal dumping site in the whole Mexico, and typical 

places where illegal dumping of ELV (or parts of ELV) are occurring 
4.3. Environmental degradation resulting from the ELV (or parts of ELV) illegal dumping 
 
4.1、4.2 および 4.3 の質問に関する情報はない。しかしながら、メキシコには ELV の不法集

積場はないと推測される。つまり、既存の集積場には所有者がおり、特定が可能である。だ

が、これら車両について適正な環境管理がなされていないことは明らかになっていない。 
 
公道に放置された ELV は、一般に地元政府の都市サービス部署により回収され、集積場に

送られる。 
 

5. ELV reuse. Below are the major concerns related to ELV reuse. Please provide us as much 
documents or information as possible for our reference. 

 
5.1. Actual situation of ELV reuse (iron, non-ferrous metal, oil, tire, fluorocarbons, air bag, 

etc.) 
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再利用される自動車部品の量や種類に関する情報はない。しかしながら、中古部品販売業者

の団体が存在する。だが、このテーマに関する情報はない。 
 
5.2. Approximate number of ELV reuse part dealer 
 
INEGI が実施した 2004 年経済国勢調査によると、国内で自動車、トラック、小型トラック

用の中古部品および交換部品の小売業に従事する 57 の経済団体が登録されている。この数

値は、実際の数よりもかなり少ないと推測される。 
 

5.3. Actual situation of ELV reuse parts import 
 
情報なし。 
 
5.4. Price of ELV reuse parts (iron, non-ferrous metal, oil, tire, fluorocarbons, air bag, etc.) 
 
情報なし。 
 

6. ELV recycle. Below are the major concerns related to ELV recycling. Please provide us as much 
documents or information as possible for our reference. 

 
6.1. Actual situation of ELV recycling (iron, non-ferrous metal, oil, tire, fluorocarbons, air 

bag, etc.) 
 
正確なデータはないが、ELV から発生する大部分の金属（鉄および非鉄）は、鋳造企業によ

りリサイクルされると推測される。廃油やタイヤは、代替燃料としてセメント産業に送られ

ると推測される。 
 
6.2. Approximate number of ELV recycling part dealer 

 
情報なし。 
 
6.3. Actual situation of ELV recycling parts import 
 
情報なし。 
 
6.4. Price of ELV recycling parts (iron, non-ferrous metal, oil, tire, fluorocarbons, air bag, 

etc.) 
 
情報なし。 
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7. Waste treatment and disposal facility. Below are the major concerns related to waste treatment 
and disposal. Please provide us as much documents or information as possible for our reference. 

 
7.1. Treatment process of ELV and ELV related wastes (Fluorocarbons, battery, tire, oil, 

automotive shredder residue (ASR), plastics, etc.) in the waste treatment facility 
 
ELV から発生する廃棄物のリサイクルまたは処理に携わる事業所がいくつか存在する。 
 
バッテリーの場合、鉛が回収され、酸が分離されて、残りの構成部分は破砕される。タイヤ

およびオイルは、主に代替燃料として利用される。冷却システムから発生する CFC は主に

貯蔵され、リサイクルされる場合もある。 
 
ELV のプラスチックの処理は、当該事業所にとって非常に高額なコストがかかる。これは、

プラスチック解体工程で分離しなければならないこと、再利用またはリサイクルする潜在的

な可能性が低いこと、また、一般にシャシーやボディーとともに破砕工程へ送られるためで

ある。発生する自動車シュレッダーダスト（ASR）は、エネルギー回収のため焼却に送られ

るか、 終処分場に託される。 
 
7.2. Problems related to the treatment process of ELV and ELV related wastes 

(Fluorocarbons, battery, tire, oil, automotive shredder residue (ASR), plastics, etc.) in 
the waste treatment facility 

 
ELV の各管理段階において、作動液（燃料、オイル、ブレーキ液、ウォッシャー液）、空調

システムの液剤、バッテリー、水銀を含むスイッチやランプ、触媒コンバータ、エアバッグ

のような構成物の除去および処理もしくはリサイクルに回す等の、車両による汚染に対策を

取るべき段階にあたる解体作業も含め、厳格な統制は存在しない。同様に、車両解体を行っ

ている事業所の多くは、特定の技術や 終的な目的も持たずに、これを実施しており、それ

ゆえ、適切な装置や有資格者もいないため、こうした廃棄物の大半は、適切なリサイクルも

しくは処理に送られていない。従って、適正に活用されてもいない。 
 
7.3. Approval and licensing procedure for setting up the new facility or intermediate 

treatment and recycling (specially those facilities related to ELV and ELV wastes) 
 

プロジェクトを展開する上で、ELV および ELV に関連する廃棄物の中間処理もしくはリサ

イクルを担う事業所を整備するために必要な行政手続きが策定されなければならない。危険

廃棄物の場合、この種の廃棄物を扱う新規設備が必要とする手続きは存在している。このた

め、同手続きは、ELV 用の新規事業所を開設する手続きの一環として統合されなければなら

ない。 
7.4. Number of operating facilities of intermediate treatment and recycling (specially those 

facilities related to ELV and ELV wastes) 
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ELV から発生する危険廃棄物（使用済み潤滑油、バッテリーまたは触媒コンバータ）の処理

およびリサイクルについては、約 153 の企業が SEMARNAT に登録されている。 
 
CFC については、様々な集積センターに加え、全国冷媒リサイクルセンターネットワーク

（Red Nacional de Centros de Reciclado de Refrigerantes）に、国内全土に散在する 14 の企業

が参加している。 
 
これ以上の情報はない。 
 
 

7.5. Regulation regarding the acceptable level of ELV quality to the intermediate treatment 
and recycling facility 

 
存在しない。 

 
7.6. Number of operating final disposal site for ELV and ELV wastes 

 
国内に、危険廃棄物（RP）の貯蔵のため稼働している処分場が 3 つ存在する。一方、特別管

理廃棄物（RME）は、NOM-083-SEMARNAT-2003 の基準を満たした衛生埋立地で処分でき

る。 
 

7.7. Regulations regarding the acceptable level of ELV quality to the final disposal site 
 

ELV のための特定の基準は存在しない。危険廃棄物については、NOM-058-SEMARNAT-
1993 の基準が管理下におかれた危険廃棄物貯蔵所の運営に要する一般的な必要条件を定めて

いる。 
また、NOM-083-SEMARNAT-2003 の基準は、衛生埋立地で処分される特別管理廃棄物

（RME）が満たすべき条件を特記していない。 
 

8. General information on the registration system of vehicles. Vehicles registration system is 
necessary for the proper management of ELV and prevention of ELV illegal dumping. Please 
provide us documents and information listed below. 

 
8.1. Department in charge of vehicle registration system (at national level and local 

government level) 
 
国家レベルでは、国家公安システム（Sistema Nacional de Seguridad Pública）を介して、公

安省（Secretaría de Seguridad Pública）が車両公式登録（REPUVE）の責任機関となる。

REPUVE の主な目的は、国内で通行する車両の識別と適正管理を行うことに加え、車両を用
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いて行われる行為に関し公共の安全および法的な安全を提供することにある。REPUVE には、

国内で製造、組立、輸入された車両もしくはそうこう通行する車両の登録、取消し、ナンバ

ープレート発行、違反、紛失、盗難、回収および廃棄に関する情報が含まれている。 
 
地方レベルの登録システムは、各州政府の財務局（Secretaría de Finanzas）または通行規制

機関（Organismos Reguladores del Transporte）を介している。特に、メキシコ連邦特別区の

場合は、交通局（Secretaría de Transporte y Vialidad）がこれを行っている。 
 
8.2. Roles of national government and local government regarding the vehicles registration 

system 
 
車両公式登録法（Ley del Registro Público Vehicular）によると、連邦登録は、以下の機関が

提供する情報をすべて収集する。 
 各州。 
 連邦当局： 通信運輸省（Secretaría de Comunicaciones y Transportes）、大蔵省、外務省。 
 義務を負う者： ディーラー、販売業者、組立業者、融資機関、保険機関等。 

 
一方、各州は、各地域でプレートが発行された車両、登録された車両または登録が抹消され

た車両について独自の登録システムを有している。また、車両所有税（tenencia）の支払い

や違反等に関する情報も持っている。 
 
地方登録と連邦登録の重複を避けるため、識別は、車両の製造業者または組立業者が割り当

てた 17 桁の英数字を組み合わせた車両識別番号（NIV）によって行われる。 
 
8.3. Applicable region for the vehicles registration system (if there are any difference by 

region) 
 
該当せず。 
 
8.4. Resource of budget for the implementation of vehicles registration system 
 
車両公式登録システムの予算は、連邦政府から出る。しかし、車両登録の実施に割り当てら

れる予算に関する詳細な情報はない。 
 
8.5. Measures for the detection of non-registered vehicles 

 
これに関する情報は、認識されていない。 
8.6. Any enforcement against such non-registered vehicles (Do you collect penalty charge if 

you find non-registered vehicles?) 
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これに関する情報は、認識されていない。 
 
8.7. Major problems related to vehicles registration system 

 
登録に関連する主な問題のひとつは、各州が独自のシステムを実施しているため、更新期間

と同様に、情報が公認されていないことである。この意味で、REPUVE は、各州、連邦政府

の各機関およびその他義務を負う者から得た情報を体系化する も完全なデータベースであ

る。しかしながら、創設されて間もなく、未だ完成していない。また、REPUVE が対象とす

る主なところは安全面に集中している。 
 

9. General information on exhaust gas check system. We would like to collect necessary 
information regarding the Exhaust Gas Check System as this system includes the registration 
system of vehicles. Please provide us documents and information listed below. 

 
9.1. Department in charge of exhaust gas check system 
 
排ガス検査プログラム（Programas de Verificación Vehicular）の目的は、以下のとおりであ

る。 
 
「通行している全車両をできる限り環境的に良好な状態に保ち、検査を受ける車両の予防保

全を促すとともに、許容基準を超えた汚染レベルを呈する車両の事後保全を義務づける。」

** （訳注：アステリスクがついているが原文に注記などは無い） 

 
生態的均衡と環境保護に関する一般法（LGEEPA）第 112 条の規定によると、通行している

車両の排ガス検査の制度を確立・実施する責任は各州にあり、実際にこの活動を行う担当は

各州の環境局（Secretaría de Medio Ambiente）である。 
 
連邦公共交通機関（Transporte Público Federal）の場合、大気汚染の防止と管理における生

態的均衡と環境保護に関する一般法施行規則第 8 条の規定に基づき、通信運輸省（連邦）が

連邦公共交通機関に属する車両の検査センター（義務制）の設置を承認し、同車両の排ガス

検査のためのプログラムを制定し、連邦公共交通機関に属する車両の検査センターを登録管

理する権限を有している。 
 
9.2. Roles of national government and local government regarding the exhaust gas check 

system 
 
生態的均衡と環境保護に関する一般法 

新の改正は、2008年5月16日付け連邦官報に公布。 

第II章 
管轄および連携の配分 
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第5条.- 以下の行為は、連邦政府に権限があるものとする。 
XII.- 全ての種類の排出源から発生する大気汚染の規制、ならびに連邦管轄地域の、もしく

は固定および移動排出源の場合は、その防止と管理。 
 
XIII.- 各州、メキシコ連邦特別区および各市の当局と連携し、あらゆる種類の排出源から発

生する汚染排出物を削減する技術、装置および工程の適用の促進。ならびに、エネルギーの

持続的活用のために遵守すべき規定の制定。 

 
第7条.- 本法律および当該分野に関する地方の法律の規定に基づき、以下の権限は、各州に

あるものとする。 
 

III.- 工業施設として機能する固定排出源および本法律の規定に基づき連邦政府の管轄ではな

い移動排出源により発生する大気汚染の防止と管理。 
VII.- 工業施設として機能する固定排出源、および場合によって、本法律の規定に基づき連

邦政府の管轄ではない移動排出源からの騒音、振動、熱エネルギー、光エネルギー、電磁気

放射および生態的均衡または環境に害を与える悪臭の排出により発生する公害の防止と管理。 
XIII.- 前記各項に言及される分野および前提において連邦政府が発布するメキシコ公式規格

の遵守の監視。 
 
第8条.- 本法律および当該分野に関する地方の法律の規定に基づき、以下の権限は、市当局

にあるものとする。 
 

III.- 商業またはサービス施設として機能する固定排出源により発生する大気汚染ならびに連

邦政府の管轄とされない移動排出源から大気に放出される汚染物質の排出の防止と管理に関

する法的規定の適用。当該州の法規に基づき、該当する部分は州政府も関与する。 
VI.- 商業またはサービス施設として機能する固定排出源から発生する騒音、振動、熱エネル

ギー、電磁気放射および光放射、生態的均衡および環境に害を与える悪臭による公害の防止

と管理に関する法的規定の適用。ならびに、場合により、本法律に基づき連邦政府の管轄と

されるものを除く移動排出源に適用される規定の遵守の監視。 
XII.- 本条項のIII項およびVI項に言及される分野および前提において連邦政府が発布するメ

キシコ公式規格の遵守の監視。 
 

9.3. Applicable region for the exhaust gas check system (if there are any difference by region) 
 
メキシコの車両台数は今世紀、年間平均7.7%の率で増加している。これは、国内総生産の伸

び率（年間3.5%未満）および人口増加率（年間2%未満）を大きく上回る。 
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出所： INEGI、2008 年。 
 

通行している全車両台数の燃料種類別特徴（2008 年推定）15 

自動車

州 ガソリン ディーゼル LP ガス＋CNG 合計 

アグアスカリエンテス 

バハ・カリフォルニア 

バハ・カリフォルニア・スール

カンペチェ 

チアパス 

チワワ 

コアウイラ・デ・サラゴサ 

コリマ 

メキシコ連邦特別区 

ドゥランゴ 

グアナフアト 

ゲレロ 

イダルゴ 

ハリスコ 

メキシコ 

ミチョアカン・デ・オカンポ 

モレロス 

ナヤリット 

ヌエボ・レオン 

オアハカ 

プエブラ 

ケレタロ・アルテアガ 

キンタナ・ロー 

サン・ルイス・ポトシ 

シナロア 

ソノラ 

タバスコ 

タマウリパス 

トラスカラ 

ベラクルス・デ・イグナシオ・デ・ラ・ジャベ 

ユカタン 

サカテカス 

合     計 
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メキシコにおける排ガス検査プログラム 

 
出所: SEMARNAT、2008 年 「通行中のガソリン 

エンジンによる車両の排ガス基準の評価（NOM-SEMARNAT-1999）」  

 
半期に 250 万台以上の排ガス検査を行っているメキシコ連邦特別区の排ガス検査プログラム

は、全国で も成功しているプログラムである。メキシコ州は半期ごとに平均 160 万台の検

査を行い、第 2 位である。 

 
 
 
 

 
2008 年 

各州の排ガス検査プログラムの状
況

部分的または完全に中止 

運用中 

公認手続き中 

大気の質の監視網を備えた都市

    2003 年 

1. メキシコ市 

2. プエブラ市 

3. トルーカ市 

2004年 

4. チワワ州、シウダ・フアレス市 

5. ハリスコ州、グアダラハラ市 

6. バハ･カリフォルニア州、メヒカリ市 

7. ヌエボ･レオン州、モンテレイ市 

8. バハ･カリフォルニア州、ロサリート市 

9. グアナフアト州、サラマンカ市 

10. バハ･カリフォルニア州、テカテ市 

11. バハ･カリフォルニア州、ティファナ市 

2005年 

12. グアナフアト州、セラヤ市 

13. モレロス州、クエルナバカ市 

14. ドゥランゴ州、ゴメス・パラシオ市

15. グアナフアト州、イラプアト市 

16. グアナフアト州、レオン市 

17. トゥーラ-テペヒ地方 

    2006 年 

18.ドゥランゴ州ドゥランゴ市 

19.サン・ルイス・ポトシ州、サン･ルイス・ポトシ市 

20.グアナフアト州 、シラオ市 

21. コアウイラ州、トレオン市 

    2007 年 

22.タバスコ州、 ビジャエルモサ

市 
    2008 年 

23.ミチョアカン州、モレリア市
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2008 年排ガス検査基準の適用水準 
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45% 出所: SEMARNAT、2008 年 「通行中のガソリンエンジン車両の排ガス基準評価 

（NOM-041-SEMARNAT-2006 および NOM-047-SEMARAT-1999）」  

認可手続き中 

部分的または完全に中止 

運用中 

プログラムなし 

 

 

国内に設置された稼働中のガソリン車両排ガス検査センターおよび検査ライン数 

州 検査センター 検査ライン 
アグアスカリエンテス 
コアウイラ 
コリマ 
メキシコ連邦特別区 
グアナフアト 
イダルゴ 
ハリスコ 
メキシコ 
モレロス 
オアハカ 
プエブラ 
ケレタロ・デ・アルテアガ 
トラスカラ 
ベラクルス・デ・イグナシオ・デ・ラ・ジャベ 
ユカタン 
                                           稼働中 小計
チワワ 
ミチョアカン・デ・オカンポ 
ヌエボ･レオン 
サン・ルイス・ポトシ 
                                   既設・非稼動 小計
 
                                            既 設 数  合
計  

出所: SEMARNAT、2008 年 「通行中のガソリンエンジン車両の排ガス基準評価 

（NOM-041-SEMARNAT-2006 および NOM-047-SEMARAT-1999）」  
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9.4. Resource of budget for the implementation of exhaust gas check system 
 
排ガス検査制度を実施するための予算は、排ガス検査プログラム（義務検査 PVVO）を掲げ

る州の政府および通信運輸省を介して連邦政府より直接支給される。 
 

9.5. Annual budget for the implementation of exhaust gas check system 
 

排ガス検査制度の年間予算は、立案された要件および財源の使用可能性に従い、州レベルお

よび連邦政府レベルともに、それぞれ新聞および州政府官報、連邦官報にて公表される。 
 

9.6. Implementation structure of exhaust gas check in local government level 
 

 

出所： SEMARNAT、2009 年、「メキシコ公式規格 NOM-041-SEMARNAT-2006 の遵守ガイド」 

義務制排ガス検査プログラム 
各地方のナンバープレート 
このプログラムにより、メキシコ連邦特別区政府およびメキシコ州政府は、それぞれの地方

で登録されている車両から排出される排気ガスを認可済みの検査センター（Verificentros）
で検査する。 

 

排ガス検査プログラムの運用構成体 

政府管理ユニット 
排ガス検査プログラムの責任機関

管理部 法務部

検査部 技術部

コンピュータ 

センター 

移動 

ユニット 

固定 

センター 

検査ユニット

測定企業 

ガス分析器、動力計、ビデオ機器、

計測器等のサプライヤー 

国家度量衡

センター 

メキシコ 

認定機関 

登録・認可

保安書類のサプライヤー
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義務制排ガス検査プログラム 
連邦政府のナンバープレート 
連邦政府のナンバープレートで登録されている車両の場合、通信運輸省が移動検査センター

を介して検査する。 
 

9.7. Major problems related to exhaust gas check system 
 

2008 年排ガス検査基準の適用レベル 
（訳注： 地図中、「CV」と「VC」は共に「検査センター（Centro de Verificación/Verificentro）」

を指すと思われる。ハリスコ州の「TAC」は不明。） 

 
 

コアウイラ  
台  

台  
台  

台  

台  

台  

台  
台  

台  

台  

台  
台  

台  台  

台  

台  

台  

台  

台  

移動ユニット     

ヌエボ・レオン  
サン・ルイス・ポトシ グアナフアト  

イダルゴ  

メキシコ州 

メキシコ連邦特別区
ユカタン 

プエブラ 

ベラクルス 

オアハカ 
トラスカラ 

モレロス ミチョアカン 

コリマ 

ハリスコ 

ケレタロ 

アグ アスカ リエン テ

ス 

チワワ  

        2008 年 
部分的または完全に中止 
運用中 
認可手続き中 
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• このプログラムは普通、監査を受けたり、第三者による検査対象となることはない。（メキ

シコ連邦特別区のプログラムを除く。） 
• モンテレイ、ティファナ、メヒカリのような都市では、大気の質に関する問題があるにもか

かわらず、車両検査プログラムがない。 
• 特に、北部では、車両から触媒コンバータを取り除く慣行があることが知られている。北部

の都市（シウダ・フアレス、トレオン等）における排ガス検査プログラム（PVV）を用いて、

車両の所有者にこうした慣行をやめさせることができない。 
• 排ガス検査の費用を低減する方針があるものの、検査済み車両の数の増加に到っていない。 
• 国内の大半で、修理工場と検査センターの間の結託が続行している。 
• 公道および幹線道路での検査がない。 
• 報告や管理上の透明性がない。 
• 検査テストに対し、「代替ソフトウェア」や高度な技術改ざん 
• 不完全な目視検査。 
• 基準の陳腐化。 
• 地方分権化されたプログラムの非効率と悪いイメージ。 
 
ディーゼルを使用する車両の場合、次のような特定の問題がある。 
• 新車に対する基準の遵守が検証されない。 
• ディーゼル車の排ガス検査テストは、簡単に不正ができる。 
• 車両がメキシコシティ首都圏（ZMVM）から「逃れ」、他の州で登録されている。 
• 車両が古く、制御が利かない。 
• ZMVMにおけるディーゼル車の排ガス検査は、他の州の検査と異なっている。 

 
目標／戦略的方針 
• 連邦排ガス検査の以下の面を改善する。 

o 法的手段を支援 
o 管理改善 
o 運営管理と技術の発展 

• 州および市の「排ガス検査プログラム」を確立・改善する。 
• 静態検査の適用を見直す。 



－ － 95

• 軽量ディーゼル車のテストと基準を開発する。 
• 「乗車診断システム（Sistema de Diagnóstico a Bordo: OBD）」の適用を模索する。 

 
10. Detection of ELV generation. Do you have any measure or system to detect the ELV generation? 
 

10.1. Any system for detection of ELV generation 
 
ELV の発生量を直接計測するシステムはない。車両の登録抹消に関する情報メカニズムは、

信頼性を欠くものである。なぜなら、車両の 終所有者が当該車両の登録抹消を州政府の車

両登録に報告することについて、罰則で裏づけされた義務がないからである。また、車両が

各州の登録から抹消されると、実際にはこの車両の通行プレートが抹消されるだけで、 終

的に通行しなくなったということにはならない。これは、この車両が他の州において若しく

は他の所有者によって改めて登録されうるからである。 
 
我が国には、ELV の発生量に相当すると判断できる、登録が抹消された車両の台数について

信頼できる情報を提供する全国車両登録制度が存在しない。しかし、登録車両の台数と実際

に通行している全車両数、毎年新たに加わる車両の台数から推定することができる。 
これをベースにすると、一年につき通行しなくなる車両台数の計算結果を、ELV の発生量と

してみなすことができる。これは以下の式で計算できる。 
 
ELVn ＝ Rn-1 ＋ Sn － Rn 
 
ただし、 
ELVn ＝ n 年に通行しなくなった車両の台数 
Rn-1 ＝ n-1 年に登録されていた車両の台数 
Sn ＝ n 年に保有車両総数に新たに加わる車両の台数 
Rn ＝ n 年に登録されている車両の台数 
 
2.6 項に示したデータは、この方法により算出した。 
 

11. Activities and projects conducted by ELV management related organizations and other aid 
agencies. Please provide us necessary information listed below for our reference. 

 
11.1. Any activities or projects related to ELV management by certain organization in 

Mexico or other aid agencies 
 
現時点で、ELV 管理のための特定のプロジェクトは存在しない。唯一関連するプログラムは、

経済省が行っているもの（車両刷新プログラム）で、自動車市場の振興を目的として車両全

体の刷新と 10 年以上前の年式の車両を解体することに援助を提供している。このプログラ

ムは、経済省に登録されている解体業者のもとで中古車が解体された場合に限り、連邦政府
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から 15,000 ペソの援助が提供され、これによって、プログラムの枠内で新たな自動車の購入

を促進する。 
このプロジェクトに関連し、現在国内でこうした車両の解体を行う 11 企業が認証を受けて

いる。認証を受けるには、こうした事業を行うために必要な機械や装置を備えるとともに、

SEMARNAT が発行する「危険廃棄物管理のための有効な登録および許可」等、必要な許可

を得ていなければならない。 
このプロジェクトは一時的なもので、33,000 台以上の古い自動車の廃車を目指している。 
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正規ディーラー（代理店） 
手続き手順 
 
正式手続き手順を PDF 文書でダウンロードするにはここをクリック 
プログラムの様々なフォーマットを Word 文書でダウンロードするにはここをクリック 
経済省（SE）の認可を受けた廃車業者リストをダウンロードするにはここをクリック 
 
ステップ 1 
・ 終購入者（顧客）を迎え、プログラムの特徴、PRODIAT（ハイテク産業開発プログラム）

割引適用の為の必要要件について説明を行う。 
・ 初めて 終購入者（顧客）を接客する販売員は、以下の点を重点的に説明すること。 

 
・ プログラム適用範囲内で選択可能な新車モデルのラインアップ、それぞれの PRODIAT 割引

の詳細、及び該当する場合には各メーカーの割引の詳細について。 
・ 終購入者（顧客）に対し、割引の適用となる新車の支払いは一般的な売買手続きと同等の

通常条件の下で行われなければならない旨、明確にしておくこと。 
つまり、価格に対する割引以上の特別な配慮は存在しないことを意味する。よって 終購入

者（顧客）は一括払いかクレジット払いかを決定しなければならず、クレジットの場合には

融資申請の必要要件を説明する。 
 
ステップ 2 
・ 終購入者（顧客）から提出された関連書類に抜けや誤りがないか確認する。PRODIAT フォ

ーマット B、プロジェクトタイプ C。 
・ 当該車両が新車として販売された時のインボイス（factura）発行調査（メキシコ自動車ディ

ーラー協会（AMDA）提供の SISTEMA INDAGA サービスによる支援の利用も可能）を根拠

とし、またウェブサイト http://repuve.gob.mx/ciudadania/で車両登記所（Registro Público del 
Vehículo：REPUVE）が発行する電子報告書を通じて、車両の法的履歴の調査報告書を作成す

る（PRODIAT フォーマット C、プロジェクトタイプ C）。 
・ 生産年代により、車両によっては車両識別番号（NIV）が 17 桁でないものもあり、その場合

車両登記所（REPUVE）で結果が出ない。この場合には、スクラップ対象となっている中古

車両に盗難届が出されていないこと、違法行為への関連がないことを確認するため、前項で

述べた INDAGA システム、もしくは該当する州の司法警察（Procuraduría de Justicia）で検索

することを推奨する。当該車両がシステムに登録されていない、もしくは当該車両に関する

データがでてこないという結果のみであったとしても、いずれにせよ REPUVE での検索結果

を添付することが必要である。 
・ 不正が検出されなければ、顧客に割引の適用となる新車のカタログを提示する。 
・ 終購入者および／または中古車所有者に対し、経済省の認可を受けている廃車業者（シュ

レッダー業者）リストの情報を知らせる。 
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ステップ 3 
・ 一括払いの場合、 終購入者（顧客）の支払い能力を確認し、クレジット払いの場合には顧

客に対しクレジット審査とその承認に必要な要件を通知する。その結果が良好であれば、各

正規ディーラー内の慣行（手付金の受け取り、等）に従って手続きを保証する処理を進める。 
・ 各受益者（メーカー）とその正規ディーラー網との間で合意済みの手順に沿い、経済省から

各受益者（メーカー）に対して承認されている総額に従って PRODIAT 割引が適用される旨

保証する目的で、工場に手続きの確認をとる。 
 
中古車両の廃車のため、下記のうちどれかのオプションにするかについて 終購入者および／ま

たは中古車所有者と合意に達すること。 
・ 中古車所有者は、当該車両を集積所（centro de acopio）もしくは選出された廃車業者に引き

渡す。PRODIAT フォーマット D-1、プロジェクトタイプ C 
・ 中古車所有者は、正規ディーラー（代理店）に当該車両を引き渡し、ディーラーが廃車業者

に送る。その経費は販売価格に上乗せされる。PRODIAT フォーマット D-2、プロジェクトタ

イプ C と PRODIAT フォーマット D-3、プロジェクトタイプ C 
この場合、正規ディーラー（代理店）が発行した委任状と公式身分証明書の写しをもって、

同ディーラーに正式に認定された移送業者を利用することを推奨する。 
・ 中古車所有者は、正規ディーラー（代理店）に当該車両を引き渡し、廃車業者がディーラー

の施設まで、もしくは事前に合意した集積地まで引き取りに行く。PRODIAT フォーマット

D-2、PRODIAT フォーマット D-3、プロジェクトタイプ C。 
 

・ 当該車両の廃車のため、中古車所有者と共に、廃車業者（シュレッダー業者）への中古車受

け渡し証の作成・署名を行う。中古車の受け渡し証には、インボイス（factura）の原本と写

し（該当する場合、再販売の際のインボイス（refactura））、車検証（tarjeta de circulación）お

よび／または車両登録抹消証（baja del padrón vehicular）の写しを添付しなければならない。

インボイス（factura）の原本は、受益者（メーカー）に対する手続きの証拠として発送され

る書類一式のひとつとして保管し、写しは廃車業者に渡す。PRODIAT フォーマット D-（1、
2、もしくは 3）、プロジェクトタイプ C。 

・ 当該中古車の法的履歴調査報告書の写しを、選出した廃車業者（シュレッダー業者）に渡す。 
・ 以下の条項の選択肢に従い、廃車業者（シュレッダー業者）への車両受け渡しに立ち会う。

注：繰り返しとなり明らかであることから、同選択肢は顧客の活動の項にのみ記載する。 
 
ステップ 4 
・ 中古車所有者から車両登録抹消証、手続き料支払いの公式領収書の写しを受け取り、書類一

式に追加する。 
・ 廃車業者の廃車証明書（certificado de destrucción）受け取り、書類一式に追加する。 
・ 前払いもしくは売買契約への署名をもって、新車を引き渡す。 
・ 書類一式の原本を受益者（メーカー）へ発送し、その写しを安全な場所に保管する。 
・ 受益者（メーカー）に対する、PRODIAT 割引の払い戻し手続きを行う。 
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終購入者（顧客） 
手続き手順 
 
プログラムに参加している自動車ディーラーのリストをダウンロードするにはここをクリック 
 
ステップ 1 
・ 希望の、割引の対象である新車のメーカーの正規ディーラーを選び、訪問する。 
・ PRODIAT プログラムへの参加の意思を表明し、参加要件についての情報を入手する。 
 
ステップ 2 
・ PRODIAT プログラムの要件を満たしているかを調査する。 
・ 誓約書に署名する： 

 
・ 終購入者が中古車両の所有者である場合、PRODIAT フォーマット A-1、プロジェクトタイ

プ C。 
・ 終購入者と中古車両の所有者が別人の場合、PRODIAT フォーマット A-2、プロジェクトタ

イプ C。 
 
・ 以下の要件に従い、書類の原本と写しを一式揃える： 

 
1. 個人関係 
1.1 公的身分証明書： 

・ 連邦選挙管理委員会（IFE）発行の有権者登録証（credencial para votar）、もしくは 
・ 軍隊手帳（cartilla militar）、もしくは 
・ パスポート、もしくは 
・ 専門職免許（cédula profesional） 

 
1.2 下記の情報が必ず記載され、過去 60 日以内に発行された住所証明： 

・ 通りの名前と番地 
・ （該当する場合）部屋番号 
・ 地区（Colonia） 
・ 区、町、村（Delegación o municipio） 
・ 郵便番号 
・ 市（Ciudad）、および 
・ 州（Entidad Federativa）（該当の場合はメキシコ連邦特別区と明記） 
 
その例としては以下が挙げられる： 
・ 電話料金請求書 
・ 有権者登録証（credencial para votar） 
・ 地方自治体（区、もしくは町村）が発行した住所証明書 
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・ 銀行関連書類 
 
新車購入用に融資を必要とする場合、融資機関の要件に沿った書類をこれに添付補足すること。 

 
2. 中古車関係 

 
2.1 国内のディーラーが発行した、新車として販売された際のインボイス（factura）（照合用の

原本とその写し）、および該当の場合には、再販売のインボイス（refactura）。再販売のイン

ボイスとは、ある法人が中古車として車両を販売する際、（訳注：新車購入時の）インボイス原

本は同社が保管し、自社のインボイスを発行した場合の車両のケースをさす。この場合、各

州の車両管理事務所の多くは、当該車両の登録抹消手続きの為に、再販売のインボイス

（refactura）の原本と、新車として販売された際に発行されたインボイスの写しの提出を求

める。 
 
2.2 車両の履歴証明には、車両登記所（REPUVE）のウェブサイトを参照のこと。 

URL: http://repuve.gob.mx/ciudadania/  
 
2.3 現行年と 4 年前までの車両所有税（Tenencia）の納税証明（該当する場合）。 
 
2.4 車検証（tarjeta de circulación） 
 
2.5 ナンバープレート：前後のプレート、もしくはプレート（1 枚もしくは 2 枚とも）の紛失や

盗難の場合には、検察局（Ministerio Público）に対するその届け。 
 
選出した正規ディーラー（代理店）の担当者に書類一式を渡す。 
 
ステップ 3 
・ 好みの車両を選び、支払い方法を表明する。 
・ 正規ディーラー（代理店）に対し、選出した廃車業者を通知する。 
 

終購入者および／または中古車所有者は： 
・ 廃車業者（シュレッダー業者）に対する中古車の廃車実施の指示が明記されている、当該中

古車両の受け渡し証に署名を行う。PRODIAT フォーマット D-（1 もしくは 2）、プロジェク

トタイプ C。 
・ 中古車を引き渡し、車両登録抹消証（baja del padrón vehicular）が提出されている、いないに

かかわらず、直ちに廃車処分することを承認する。ただし、車両登録抹消証を提出しない場

合、PRODIAT 割引の恩恵が適用されない危険性を負う旨を理解したうえで行うこと。 
・ 中古車の引き渡しは以下の方法で実施することが可能である。 
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1. 中古車所有者は、当該車両を集積所もしくは廃車業者に引き渡す。 
1.1 中古車のナンバープレートを外す。 
1.2 中古車の車両登録抹消の手続きを行う。必要な場合には、正規ディーラー（代理店）に指名

された、車両登録抹消手続きの実施者への委任状に署名をする。法人の場合、会社のレター

ヘッド付用紙を使用すること。手続きの手数料や経費は 終購入者（顧客）が支払わなけれ

ばならない。 
1.3 中古車所有者、もしくは許可を受けた手続き実施者は、車両登録抹消証と手続き料納付書を

正規ディーラー（代理店）に渡す。 
 
2. 中古車所有者は、廃車業者（シュレッダー業者）に送ってもらうため、正規ディーラー（代

理店）に当該車両を渡す。 
2.1 中古車を正規ディーラー（代理店）に渡す。 
2.2 正規ディーラー（代理店）が廃車業者（シュレッダー業者）に当該車両を引き渡したら、車

両登録抹消手続きを行うために、同ディーラーからナンバープレートを受け取る。 
2.3 中古車の車両登録抹消の手続きを行う。必要な場合には、正規ディーラー（代理店）に指名

された、車両登録抹消手続きの実施者への委任状に署名をする。法人の場合、会社のレター

ヘッド付用紙を使用すること。手続きの手数料や経費は 終購入者（顧客）が支払わなけれ

ばならない。 
2.4 中古車所有者、もしくは許可を受けた手続きの実施者は、車両登録抹消証と手数料納付書を

正規ディーラー（代理店）に渡す。 
 
3. 中古車所有者は、正規ディーラー（代理店）に当該車両を渡し、廃車業者（シュレッダー業

者）が当該車両を正規ディーラー（代理店）の施設、もしくは事前に合意した廃車予定車両

の集積地まで引き取りに行く。 
3.1 中古車の車両登録抹消の手続きを行う。必要な場合には、正規ディーラー（代理店）に指名

された、車両登録抹消手続きの実施者への委任状に署名をする。法人の場合、会社のレター

ヘッド付用紙を使用すること。手続きの手数料や経費は 終購入者（顧客）が支払わなけれ

ばならない。 
3.2 中古車所有者、もしくは許可を受けた手続きの実施者は、車両登録抹消証と手数料納付書を

正規ディーラー（代理店）に渡す。 
3.3 中古車を正規ディーラー（代理店）に引き渡す。 
 
経済省（SE）の認可を受けた廃車業者リストをダウンロードするにはここをクリック 
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廃車業者（シュレッダー業者） 
手続き手順 
 
・ 中古車を受け取る、もしくは代理店へ引き取りに行く。どちらの場合も、インボイス（factura）

もしくは該当の場合は再販売のインボイス（refactura）のコピー、および通行証（tarjeta de 
circulación）のコピーが添付された受け渡し証への署名を行うこと。PRODIAT フォーマット

D-（1 もしくは 3）、プロジェクトタイプ C。 
・ メキシコ鉄鋼業会議所（CANACERO）に所属する業者は、自社の関連書類一式用に、受け渡

し証原本をもう 1 部請求する。 
・ 車両登録抹消証なしに中古車を受け取った場合には、その所有者から、当該車両を直ちに廃

車する許可を得ること。 
・ 当該中古車両を廃車する。 
・ 廃車同日、正規ディーラー（代理店）に対し、廃車証明書の頁番号と廃車された車両のデー

タをセットにして、電子メールにて送付する。 
・ 15 日以内に廃車証明書を発行し、正規ディーラー（代理店）に送付する。 
 
廃車証明書とは、廃車業者により安全紙で作成・発行された書類であり、同社の法的代理人によ

る署名がされており、下記の情報が記載されている： 
a) 終購入者が、PRODIAT 割引が適用される新車を購入する正規ディーラー名 
b) PRODIAT 割引の対象となる新車を購入する 終購入者の名前 
c) 廃車される中古車両のメーカー、モデル、モデル年式、（該当の場合）車両識別番号、（該当

の場合）シリアル・ナンバー、ナンバープレートの番号、ナンバープレート発行州、エンジン・

ナンバー、通行証番号 
d) 中古車両の受け取り日と廃車日 
e) 証明書の頁番号 
f) 廃車予定車両納入時の受け取り地点での写真 
g) 廃車工程中の当該車両の写真、および 
h) 法定代理人の署名 
 
・ 廃車証明書の頁番号を電子メールで正規ディーラー（代理店）に送付する。 
・ 廃車証明書の原本を正規ディーラー（代理店）に渡す。 
・ 該当する場合、税務上有効な領収書を中古車の所有者から受け取り、スクラップの代金を支

払う。 
 


	付属資料
	１． 協議議事録 （M/M）
	２． 署名済み R/D
	３． R/D 添付 M/M
	４． 主要面談者リスト
	５． 収集資材リスト
	６． 質問票１及び回答
	７． 質問票２及び回答 （スペイン語から日本語への翻訳版）
	８． 中古車買い替え促進プログラム手続き手順書 （スペイン語から日本語への翻訳版）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




